
随意契約締結状況 （令和７年12月～令和８年１月）

物品等又は役務の名称及び数量

随意契約

担当部課の

名称及び所在地

随意契約を

締結した日

随意契約の相手方の

氏名及び住所

随意契約にかかる

契約金額
随意契約によることとした理由

その他必要な

事項（備考）

1

北大阪供給出張所（仮称）新築工事に

係る土地利用履歴調査業務

一式

大阪府赤十字血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和7年12月1日

株式会社 横河建築設計事務所

大阪事務所

大阪府大阪市中央区平野町2-6-6

1,716,000円

契約業者は北大阪供給出張所（仮称）の

新築工事に係る設計・監理業務を委託して

いる業者であり、設計業務を進めていく

うえで必要な調査であることから、契約

の性質又は競争を許さない場合に該当す

るため。（日本赤十字社会計規抜粋）

2

全熱交換機（８台）オーバーホール作

業

一式

京都府赤十字血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和7年12月3日

株式会社アサヒファシリティズ

大阪本店

大阪府大阪市中央区北浜2-6-26

1,760,000円

予定価格が250万円を超えない工事である

ため（日本赤十字社会計規則施行細則第

35条第１号）

3

血液保冷庫等の購入

一式

大阪府赤十字血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和7年12月5日

株式会社大同工業所

大阪府東大阪市楠根1-6-45

5,632,000円

契約業者は当該物件の製造・販売元であ

るため、契約の性質又は目的が競争を許

さない場合に該当するため。（日本赤十

字社会計規則第36条第4項）



随意契約締結状況 （令和７年12月～令和８年１月）
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4

3in1充電ケーブルの購入

5,000個

兵庫県赤十字血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和7年12月9日

株式会社都屋

福岡県福岡市中央区渡辺通3-6-22

1,210,000円

予定価格が160万円を超えない財産の買い

入れに該当するため（日本赤十字社会計

規則施行細則第35条第2号）

5

マンガ制作

一式

大阪府赤十字血液センター

総務部経理課

茨木市彩都あさぎ

7-5-17

令和7年12月12日

株式会社スポニチパートナー

大阪府大阪市西区西本町1-2-14

1,210,000円

契約業者は、本件仕様を満たす唯一の業

者であることから、契約の性質又は目的

が競争を許さない場合に該当するため

（日本赤十字社会計規則第 36 条第４項）

6

冷凍設備の点検指摘事項の保全整備作

業

一式

日本赤十字社

近畿ブロック血液センター

福知山分室

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和7年12月23日

日立グローバルライフソリュー

ションズ株式会社

関西サービスエンジニアリングセ

ンタ

大阪府大阪市淀川区野中南2-11-27

11,346,500円

契約業者は当該設備点検業者であり、本

工事の施行にかかる技術・知識を有し当

該工事を安全かつ迅速、確実に実施でき

ることから契約の性質又は目的が競争を

許さない場合に該当するため（日本赤十

字社会計規則第36条第4項）
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7

広告施策の実施

一式

日本赤十字社

近畿ブロック血液センター

総務部経理課

茨木市彩都あさぎ

7-5-17

令和7年12月24日

えびふらいレコーズ株式会社

大阪府大阪市中央区石町 2 -2-20

CHIKAMATSUBILD 3 階西

2,200,000円

契約業者は、過去の実績により他社では

得ることのできない本業務に必要な能

力・知識を有しており、適切な履行が期待

されることから、契約の性質又は目的が

競争を許さない場合に該当するため（日

本赤十字社会計規則第 36 条第4項）

8

X線照射装置の管球交換整備

一式

日本赤十字社

近畿ブロック血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和7年12月24日

富士フイルムメディカル株式会社

大阪府大阪市港区弁天1-2-1

大阪ベイタワーオフィス7F

22,000,000円

契約業者はＸ線照射装置の製造・販売元

であり、当該交換作業に必要な技術・能

力及び部品等を有するのは同社のみであ

ることから、契約の性質又は目的が競争

を許さない場合に該当するため（日本赤

十字社会計規則第36条第4項）

9

空調設備更新工事

一式

大阪府赤十字血液センター

西梅田出張所

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和7年12月25日

株式会社竹中工務店

大阪本店

大阪府大阪市中央区本町4-1-13

7,700,000円

契約業者はビル管理会社の指定業者であ

ることから、設備の構造に精通しており、

確実に本業務が実施できることから、契

約の性質又は目的が競争を許さない場合

に該当するため（日本赤十字社会計規則

第36号第4項）
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10

移動採血車発動発電機載せ替え工事

一式

京都府赤十字血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和8年1月5日

株式会社シー・エス・エンジニア

リング

大阪府大阪市淀川区宮原5-8-37

2,299,000円

予定価格が250万円を超えない工事である

ため（日本赤十字社会計規則施行細則第

35条第1号）

11

入退室用非接触カードリーダーの交換及

びソフトウェアのバージョンアップ作

業

一式

和歌山県赤十字血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和8年1月7日

株式会社クマヒラ

大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-

23

1,758,900円

契約業者は、当該設備の製造元であるた

め、設備の構造に精通しており、当該工事

を安全かつ迅速、確実に実施できるのは

同社のみであることから、契約の性質又

は競争を許さない場合に該当するため

（日本赤十字社会計規則第36条第4項）

12

バッグ用シーラーの購入

21台

日本赤十字社

近畿ブロック血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和8年1月8日

SBカワスミ株式会社

神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-4

12,279,300円

契約業者は当該機器の製造元であること

から、契約の性質又は目的が競争を許さ

ない場合に該当するため（日本赤十字社

会計規則第36条第4項）
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13

交通広告掲出

一式

日本赤十字社

近畿ブロック血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和8年1月8日

株式会社JR西日本コミュニケー

ションズ

大阪府大阪市北区堂島1-6-20

堂島アバンザ８F

2,981,000円

契約業者は、当該広告媒体の開発と管

理、運営を行っており、契約の性質又は

目的が競争を許さない場合に該当するた

め（日本赤十字社会計規則第36条第4項）

14

パッケージ空調機廻り自動制御機器交

換作業

一式

日本赤十字社

近畿ブロック血液センター

福知山分室

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和8年1月13日

株式会社丹新ビルサービス

京都府福知山市東羽合町164

5,918,000円

契約業者は、当該建物の建物総合管理業

者であるため、設備の構造に精通してお

り、当該工事を安全かつ迅速、確実に実

施できるのは同社のみであることから、

契約の性質又は競争を許さない場合に該

当するため（日本赤十字社会計規則第 36

条第4項）

15

電気設備 自動扉 予防保全部品取替作業

一式

滋賀県赤十字血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和8年1月13日

鹿島建物総合管理株式会社

大阪府大阪市中央区瓦町4-2-14

京阪神瓦町ビル6階

3,289,000円

契約業者は、当該建物の建物総合管理業

者であるため、設備の構造に精通してお

り、当該工事を安全かつ迅速、確実に実

施できるのは同社のみであることから、

契約の性質又は競争を許さない場合に該

当するため（日本赤十字社会計規則第36

条第4項）
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16

血液保冷庫等の購入

一式

日本赤十字社

近畿ブロック血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和8年1月13日

株式会社大同工業所

大阪府東大阪市楠根1-6-45

6,380,000円

契約業者は当該物件の製造・販売元であ

るため、契約の性質又は目的が競争を許

さない場合に該当するため。（日本赤十

字社会計規則第36条第4項）

17

無菌接合装置の購入

２台

日本赤十字社

近畿ブロック血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和8年1月15日

テルモBCT株式会社

東京都新宿区西新宿三丁目20-2

東京オペラシティタワー49階

2,794,000円

契約業者は当該機器の製造・販売元であ

り、同社のみが取扱い可能であることか

ら、契約の性質又は目的が競争を許さな

い場合に該当するため。（日本赤十字社

会計規則第36条第４項）

18

2025年度空調圧縮機整備作業

一式

日本赤十字社

近畿ブロック血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和8年1月16日

三菱電機ビルソリューションズ株

式会社

大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4-30

5,280,000円

契約業者は当該設備の保守点検業者であ

るため、設備の構造に精通しており、当該

作業を安全かつ迅速、確実に実施できる

のは契約業者のみであることから、契約

の性質又は目的が競争を許さない場合に

該当するため（日本赤十字社会計規則第

36条第4項）
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19

西面北側プラットフォーム搬入エリア

スロープ設置工事

一式

日本赤十字社

近畿ブロック血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和8年1月16日

戸田建設課株式会社

大阪支店

大阪市北区堂島浜1-1-27

大阪堂島浜タワー10階

1,163,800円

予定価格が250万円を超えない工事である

ため。（日本赤十字社会計規則施行細則

第35条第1号）

20

移動採血車の発動発電機載せ替え工事

大阪府赤十字血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和8年1月22日

株式会社シー・エス・エンジニア

リング

大阪府大阪市淀川区宮原５丁目８

番37号

1,400,000円

予定価格が250万円を超えない工事である

ため（日本赤十字社会計規則施行細則第

35条第1号）

21

採血ベッドの購入

7台

兵庫県赤十字血液センター

新長田出張所

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和8年1月23日

株式会社エースメディカル

愛知県小牧市小牧東1-257

5,313,000円

契約業者は当該機器の製造・販売元であ

り、同社のみが取扱い可能であることか

ら、契約の性質又は目的が競争を許さな

い場合に該当するため（日本赤十字社会

計規則第36条第4項）
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23

献血認知度向上及び献血協力への機会

創出を目的とした動画及びノベルティ制

作等

一式

日本赤十字社

近畿ブロック血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和8年1月23日

株式会社阪神コンテンツリンク

大阪府大阪市福島区鷺洲1-9-2

3,101,450円

契約業者は、選手の肖像権及び著作権等

を有している阪神タイガース球団から指定

された業者であることから、契約の性質

又は目的が競争を許さない場合に該当す

るため（日本赤十字社会計規則第36条第4

項）

22

施設内広告物設置

一式

日本赤十字社

近畿ブロック血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和8年1月26日

イオンモール株式会社

大阪府大阪市中央区久太郎町2-4-

11

クラボウアネックスビル12F

2,046,000円

契約業者は、当該施設の管理、運営を

行っており、契約の性質又は目的が競争

を許さない場合に該当するため（日本赤

十字社会計規則第36条第4項）


